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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第２四半期連結
累計期間

第10期
第２四半期連結

累計期間
第９期

会計期間
自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日

自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日

自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日

売上高 （千円） 16,270,607 18,491,734 32,185,232

経常利益 （千円） 411,594 563,399 931,567

四半期（当期）純利益 （千円） 237,548 318,521 533,380

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 238,038 318,914 535,517

純資産額 （千円） 8,703,642 8,790,188 8,993,913

総資産額 （千円） 12,829,289 13,499,238 12,987,102

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 31.85 42.64 71.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 31.78 42.54 71.34

自己資本比率 （％） 67.7 64.9 69.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 140,804 133,919 605,859

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △48,707 474,243 △61,100

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △176,353 △580,415 △160,664

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,475,277 1,971,441 1,943,628

 

回次
第９期

第２四半期連結
会計期間

第10期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日

自 平成27年６月１日
至 平成27年８月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.91 27.28

（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州や中国における経済の混乱など世界経済の動向について

は予断を許さないものの、各種政策の効果もあり緩やかな回復基調にあります。企業収益の改善に伴い、雇用・所

得環境の改善傾向が続くなかで、個人消費はしばらく続いていた底堅い動きから、持ち直しの兆しが見られまし

た。一方、当社グループの顧客企業が属するダイレクトマーケティング市場は、通信販売の定着とともに、拡大基

調が続いております。

　このような環境の下、当社グループはダイレクトマーケティング実施企業に対してバリューチェーンの各局面で

最適なソリューションを提供するべく努めてまいりました。当社グループは、平成27年４月21日に公表した中期経

営計画において、自社のあるべき姿を「ダイレクトマーケティングのイノベーションカンパニー」と位置付けまし

た。ダイレクトマーケティングの分野で、考え得るあらゆるチャレンジを実行し、持続的なイノベーションを起こ

し、クライアントのビジネス成果に貢献する企業であり続ける決意を基に、３か年計画を策定いたしました。「ダ

イレクトマーケティングにおけるTV広告のさらなる革新」、「TVとWEBのシームレス化を見据えた独自のWEB広告の

実現」、「海外事業の革新的なビジネスモデルでの展開」をビジョンとして掲げ、中長期的な成長の布石を打ちつ

つ事業拡大を推進しております。

　この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は18,491,734千円（前年同期比13.7％

増）、売上総利益は1,961,535千円（前年同期比22.6％増）となりました。販売費及び一般管理費は1,398,168千円

（前年同期比16.7％増）となり、営業利益は563,366千円（前年同期比40.1％増）、経常利益は563,399千円（前年

同期比36.9％増）、四半期純利益は318,521千円（前年同期比34.1％増）となりました。

 

セグメント別の業績は、次のとおりです。

① ダイレクトマーケティング支援事業

　ダイレクトマーケティング支援事業については、強みであるテレビを使用した新業種クライアントの開拓及び販

売効果の高い自社通販番組の実施を新たな施策としつつ、前事業年度に引き続き、営業力強化、商品力強化、コス

ト適正化に取り組みました。営業力強化においては、営業プロセス管理を徹底しました。また、コスト適正化にお

いては、当社が過去に蓄積してきたテレビ枠の基本情報、レスポンス数及び販売数などの実績データを集約管理・

分析することにより、メディア枠の仕入量が適正化されるとともに販売価格が安定いたしました。その結果、売上

高及び売上総利益ともに改善いたしました。

　WEB事業については、昨年４月より開始した、テレビを見てWEBでの購入に至る貢献度（オフラインアトリビュー

ション）を可視化し、顧客企業のマーケティング予算配分を最適化するサービスを利用したWEB広告提案を積極的

に実施してまいりました。８月にはマーケティングソリューション提供で実績のある国内大手の開発会社と、新た

な広告効果測定サービスの共同開発を開始いたしました。

　海外事業においては、ベトナム、台湾、マレーシア、タイ、シンガポールにて各国の状況に合わせたマルチチャ

ネル型の販売支援強化に取り組んでまいりました。また、タイにおいては昨年12月に発足した現地合弁会社を本格

的に稼働させるとともに、現地大手通販支援企業とタイ、マレーシアの両国での業務提携を行うなど、より積極的

な進出を図りました。

　販売費及び一般管理費は、中期経営計画に基づく各施策を実行するための人員の増加を図ったことにより、人件

費その他諸経費が増加いたしました。

　この結果、売上高は14,452,647千円（前年同期比15.9％増）、営業利益は586,273千円（前年同期比37.7％増）

となりました。
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② ダイレクトメール発送代行事業

　ダイレクトメール発送代行事業については、メールカスタマーセンター株式会社において、「ゆうメール」及び

「クロネコDM便」の取扱通数の規模を活かした仕入の下、積極的に営業活動を展開してまいりました。新規の顧客

企業獲得及び既存の顧客企業からの受注は好調に推移しました。

　この結果、売上高は4,041,275千円（前年同期比5.5％増）、営業損失は22,898千円（前年同期は23,467千円の損

失）となりました。

 

（2）財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ512,135千円増加し、13,499,238千円

となりました。これは主に受取手形及び売掛金が970,006千円増加した一方、現金及び預金が472,186千円減少した

こと等によるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ715,860千円増加し、4,709,049千

円となりました。これは主に長期借入金が77,559千円減少した一方、買掛金が621,741千円、未払法人税等が

84,549千円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ203,724千円減少し、8,790,188

千円となりました。これは主に四半期純利益が318,521千円となった一方、剰余金の配当を530,353千円支払ったこ

と等によるものであります。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末と比較し

て27,813千円増加し、1,971,441千円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において営業活動によって増加した資金は133,919千円（前第２四半期連結累計期間

は140,804千円の増加）となりました。

これは主に増加要因として、税金等調整前四半期純利益を562,818千円計上し、仕入債務が621,741千円増加した

一方、減少要因として、売上債権が957,846千円増加したこと等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において投資活動によって増加した資金は474,243千円（前第２四半期連結累計期間

は48,707千円の減少）となりました。

これは主に有価証券の取得による支出2,900,000千円、有価証券の償還による収入2,900,000千円、定期預金の預

入による支出3,000,000千円、定期預金の払戻による収入3,500,000千円が発生したこと等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果減少した資金は580,415千円（前第２四半期連結累計期間は

176,353千円の減少）となりました。

これは主に配当金の支払額529,154千円、長期借入金の返済による支出99,332千円が発生したこと等によるもの

であります。
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（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

① 基本方針の内容の概要

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念や経営理念、当社企業価値の源

泉、顧客企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。

 一方で、当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重

し、会社の支配権の移転を伴う特定の者による当社株式の大規模買付等であっても、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、当社株

式の大規模買付提案に応じるかどうかについては、最終的には株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えてお

ります。

 しかしながら、株式の大規模買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対し

て明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社

の株主や取締役会が買付や買収提案の内容等について検討し、当社の取締役会が代替案を提示するために合理的

に必要な期間・情報を与えないもの、当社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等もありえます。

 当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大規模買付等を行う

者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、このような者による当

社株式の大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、株主の皆様に大規模買付行為

に応じるかどうかを検討するための情報・時間を確保するとともに、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を守る必要があると考えております。

 

② 基本方針の実現に資する特別な取り組みの内容の概要

イ．企業理念及び企業価値の源泉

 当社は、「消費者の喜びは、クライアントの喜びであり、私たちの喜び」を社是とし、ダイレクトマーケ

ティング支援事業を行っております。

 ダイレクトマーケティングによって商品がより多く消費者に選択されるためには、ダイレクトマーケティン

グを構成するバリューチェーン、すなわち商品開発、事業計画、表現企画、媒体選定、受注、効果分析、情報

加工、物流・決済、顧客管理の各局面を充実させる必要があります。当社は、顧客企業の商品が、消費者から

選ばれ、より多く売れるために、ダイレクトマーケティングのバリューチェーンの全ての局面におけるソ

リューションメニューを有しており、顧客企業に合わせてその全部または一部を提供しています。当社では、

これらのソリューションメニューの提供を総合的に実施することを「トータルソリューションサービス」と称

し、当社の事業の特長としております。

 トータルソリューションサービスにおける当社の強みは、大量一括仕入れによる豊富かつ費用対効果の高い

媒体の調達力、複数のコールセンターを一括管理することによる受注管理ノウハウ、データ・情報の分析力に

あります。

 媒体調達は参入障壁の高い分野ですが、広告代理店出身の創業者による広告代理店やテレビ局との長期的な

信頼関係と媒体取り扱い経験に基づいた大量一括仕入れにより、安定的に豊富な媒体を仕入れることを可能と

しております。

 受注管理ノウハウにおいては、当社が各コールセンターを一括して取りまとめ、顧客商品の理解を促進させ

る独自の受電マニュアルを作成し、受注データを基に改善を繰り返すことで受注効率の向上を実現しておりま

す。

 データ・情報の分析力においては、多種多様な商品の取り扱い実績及び番組・CM枠の取り扱い実績を保有し

ており、顧客企業に対し効果的なプランを提案しております。番組・CM放送前には、表現制作物のモニタリン

グテストを実施し、商品の魅力が消費者に伝わるかを定量的に評価しております。また、番組・CM放送後に

は、受注時の各種データも用いて売り上げ効率を数値化し、分析しております。

 これらの強みは、当社の重要な事業基盤であり、企業価値の源泉となっております。

また、当社の企業理念に共感して集まり、多岐にわたるサービス内容を熟知して、経験とノウハウを蓄積し

た従業員は当社の重要な経営資源であり、顧客企業との長期的かつ強い信頼関係の構築に繋がっております。
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ロ．企業価値の向上に資する取り組み

 当社は、継続的な事業活動および企業価値向上のため、市場動向や消費者のニーズを捉え定期的に経営計画

を見直しております。平成27年４月21日に公表した中期経営計画においては、３か年ビジョンとして「ダイレ

クトマーケティングにおけるTV広告のさらなる革新」、「TVとWEBのシームレス化を見据えた独自のWEB広告の

実現」、「海外事業の革新的なビジネスモデルでの展開」を掲げ、既存事業、WEB事業、海外事業及びダイレク

トメール発送代行事業を中核事業と位置付けました。また、独立性の高い社外取締役を２名、社外監査役を１

名新たに選任し、経営体制を強化いたしました。

 当期における各事業戦略の推進状況は下記のとおりです。

　ダイレクトマーケティング支援事業については、強みであるテレビを使用した新業種クライアントの開拓及

び販売効果の高い自社通販番組の実施を新たな施策としつつ、前事業年度に引き続き、営業力強化、商品力強

化、コスト適正化に取り組みました。営業力強化においては、営業プロセス管理を徹底しました。また、コス

ト適正化においては、当社が過去に蓄積してきたテレビ枠の基本情報、レスポンス数及び販売数などの実績

データを集約管理・分析することにより、メディア枠の仕入量が適正化されるとともに販売価格が安定いたし

ました。

　WEB事業については、昨年４月より開始した、テレビを見てWEBでの購入に至る貢献度（オフラインアトリ

ビューション）を可視化し、顧客企業のマーケティング予算配分を最適化するサービスを利用したWEB広告提案

を積極的に実施してまいりました。８月にはマーケティングソリューション提供で実績のある国内大手の開発

会社と、新たな広告効果測定サービスの共同開発を開始いたしました。

　海外事業においては、ベトナム、台湾、マレーシア、タイ、シンガポールにて各国の状況に合わせたマルチ

チャネル型の販売支援強化に取り組んでまいりました。また、タイにおいては昨年12月に発足した現地合弁会

社を本格的に稼働させるとともに、現地大手通販支援企業とタイ、マレーシアの両国での業務提携を行うな

ど、より積極的な進出を図りました。

　ダイレクトメール発送代行事業については、メールカスタマーセンター株式会社において、「ゆうメール」

及び「クロネコDM便」の取扱通数の規模を活かした仕入の下、積極的に営業活動を展開してまいりました。

 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取り組みの内容の概要

 基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組みとして、当社は、平成25年５月29日開催の第７期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為

に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を更新いたしました。本プランの概要は以下の通りです。

 当社の発行する株券等の買付行為を行おうとする者のうち、本プランの対象となる者は、①当該買付者を含む

株主グループ（以下「大規模買付者グループ」）の議決権割合を25％以上とすることを目的とする買付行為もし

くはこれに類似する行為を行おうとする者、または、②当該買付行為の結果、大規模買付者グループの議決権割

合が25％以上となる買付行為もしくはこれに類似する行為を行おうとする者（以下、①及び②の買付行為または

これに類似する行為の一方または双方を「大規模買付行為」、これを行おうとする者を「大規模買付者」）で

す。

 大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、大規模買付者の氏名または名称、住所または

本店事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の役職及び氏名、国内連絡先、大株主または大口出資者（所有株式

または出資割合上位10名）の概要及び大規模買付行為によって達成しようとする目的の概要を明示し、本プラン

に定められた手続を遵守することを約束する旨を記載した書面（以下「意向表明書」）をご提出いただきます。

 当社取締役会は、大規模買付者から提出された意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対し、当社

取締役会が大規模買付者の大規模買付行為の内容を検討するために必要と考える情報（以下「必要情報」）の提

供を要請する必要情報リストを交付します。当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が十分ではない

と認めた場合、大規模買付者に対して、追加的に情報の提供を要求することがあります。当社取締役会は、大規

模買付者から意向表明書が提出された場合及び必要情報が提供された場合にはその旨を開示します。また、当社

取締役会が、当社株主の皆様の判断のために必要であると判断した場合には、適切と判断される時期に、必要情

報の全部または一部を開示します。
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　当社取締役会は、大規模買付者から十分な必要情報の提供を受けた日から起算して60営業日以内の期間（以下

「分析検討期間」）、必要に応じて外部専門家の助言を受けるなどしながら、提供された必要情報の分析・検討

を行い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者による大規模買付行為

の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、大規模買付者から十分な必要情報の提供を受けたと判断

した場合には、速やかにその旨及び分析検討期間の満了日を開示します。ただし、当社取締役会は、上記検討を

行うに当たり必要があると認める場合には、30営業日を上限として分析検討期間を延長することができるものと

し、その場合には、具体的な延長期間及び延長の理由を開示するものとします。当社取締役会は、これらの検討

等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての対応方針を取りまとめ、公表します。

 当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規模買付者と交渉し、あるいは、株主の皆様に対する代

替案の提示を行うことがあります。また、当社取締役会は、一定の場合には、大規模買付行為に対する対抗措置

の発動等に関して株主総会を招集する場合があります。

 大規模買付者は、分析検討期間の経過後（当社取締役会が分析検討期間内に大規模買付行為に対する対抗措置

の発動等に関して株主総会を招集する旨を決議した場合には、当該株主総会の終結後）にのみ大規模買付行為を

開始することができるものとします。

 当社取締役会は、分析検討期間が終了しているか否かにかかわらず、大規模買付者による大規模買付行為が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがないと判断した場合は、当該大規

模買付行為について以後本プランを適用せず、また、対抗措置を発動しない旨を直ちに決議し、公表します。

 大規模買付者が本プランを遵守しなかった場合、当社取締役会は、会社法その他の法律及び当社定款の下で可

能な対抗措置のうちから、そのときの状況に応じ最も適切と判断した手段を選択し、対抗措置を発動することが

あります。

 当社取締役会は、大規模買付者が本プランを遵守している場合には、原則として、大規模買付行為に対する対

抗措置を発動しません。ただし、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすおそれがある場合であり、かつ、対抗措置を取ることが相当であると認められる場合には、当社

取締役会は、前記と同様の対抗措置を発動することがあります。

 当社取締役会は、大規模買付行為に対して対抗措置を発動するか否かの判断の公正性を確保するため、事前

に、本プランに関して設置する当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会に対

し、必ず対抗措置の発動の是非等について諮問します。なお、当社取締役会が特別委員会に諮問して答申を受け

るまでの期間は、取締役会の分析検討期間に含まれるものとします。特別委員会は、当社取締役会からの諮問に

基づき、必要に応じて外部専門家の助言を受けるなどしながら意見を取りまとめ、当社取締役会に対して対抗措

置の発動の是非等について勧告します。特別委員会は、勧告に際して、対抗措置の発動に関して予め株主意思の

確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとします。当社取締役会は、この特別委員会による勧告を株主

の皆様に開示した上で、当該勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動に関して決議を行います。

 当社取締役会は、特別委員会が予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した上、株主総会の承認を得れば

対抗措置の発動を認める勧告を行った場合には、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思

を確認します。株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主総会の決議に従い、対抗措置の発動等に関

する決議を行うものとします。そのほか、当社取締役会は、大規模買付行為による当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に対する侵害が認められるか否かが問題となっており、かつ、当社取締役会が善管注意義務に照らし

株主の意思を確認することが適切と判断する場合には、事前に特別委員会に対し、株主総会を招集して株主の意

思を確認することの是非等について諮問した上で、株主総会を招集し、当該大規模買付行為に関する株主の皆様

の意思を確認することができるものとします。当社取締役会が特別委員会に諮問して答申を受けるまでの期間

は、取締役会の分析検討期間に含まれるものとします。当社取締役会は、特別委員会による勧告を株主の皆様に

開示した上で、当該勧告を最大限尊重して、株主総会の招集に関して決議を行います。なお、特別委員会が対抗

措置の発動を認めない旨の勧告を行った場合には、原則として、株主総会を招集することはありません。

 当社取締役会が上記の手続に従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、①大規模買付者が大

規模買付行為を中止した場合、または、②対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が

生じ、かつ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でない

と考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づきまたは勧告の有無にかかわら

ず、対抗措置の中止または発動の停止を決議するものとします。
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本プランの有効期間は、平成25年５月29日開催の当社第７期定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランの有効期間の満了前で

あっても、①当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合、または、②当社株主総

会において選任された取締役により構成される当社取締役会により本プランの変更または廃止の決議がなされた

場合には、本プランは、当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。

 

④ 当社取締役会の判断及び理由

当社取締役会は、以下の理由から、本プランは、基本方針に沿うものであり、当社株主共同の利益を損なうも

のではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

イ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前

開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しております。また、本プランは、企業価値研

究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化をふまえた買収防衛策の在り方」をふまえた内容と

なっております。

ロ．株主意思を重視するものであること

 本プランの有効期間は、平成25年５月29日開催の当社第７期定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、当該株主総会において、株主の皆様より本

プランの更新についてご承認を頂戴した場合に限り、当該株主総会終了後本プランを更新することを予定して

おります。また、当社は、本プランの有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更

または廃止の決議がなされた場合、または当社株主総会で選任された取締役により構成される取締役会におい

て、本プランを変更または廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランをその時点で変更または廃止しま

す。その意味で、本プランの導入及び廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。

ハ．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

 実際に大規模買付者が出現した場合には、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみにより構成され

る特別委員会によって、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するか否かなど

の実質的な判断を行い、当該判断を当社取締役会に最大限尊重させることによって、当社取締役会の恣意的行

動を厳しく監視するとともに、当該判断の概要については株主の皆様に情報開示することとされており、本プ

ランの透明な運用が行われる仕組みが確保されております。

ニ．合理的な客観的要件の設定

 本プランにおける対抗措置は、本プランに定める合理的かつ客観的な要件が充足される場合でなければ発動

されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているも

のといえます。

ホ．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、大規模買付者の指名に基づき当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会に

より廃止することができないいわゆるデッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、当社取締役の任期

は１年とされており、期差任期制は採用されていないため、本プランは、いわゆるスローハンド型の買収防衛

策ではございません。

 

（5）研究開発活動

金額が僅少のため、記載しておりません。なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開

発活動の状況に重要な変更はありません。
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（6）経営戦略の現状と見通し

当社グループの顧客企業が属するダイレクトマーケティング市場は、依然として拡大基調が続いているものの、

市場規模が拡大したことから、その伸長率は鈍化傾向となっております。特に、テレビ通販市場は、今後も横ばい

傾向が継続することが見込まれます。

このような環境下、当社グループは、当期からスタートする中期経営計画において、３か年ビジョンとして「ダ

イレクトマーケティングにおけるTV広告のさらなる革新」、「TVとWEBのシームレス化を見据えた独自のWEB広告の

実現」、「海外事業の革新的なビジネスモデルでの展開」を掲げ、既存事業、WEB事業、海外事業及びダイレクト

メール発送代行事業を中核事業と位置付け、その事業拡大を目指してまいります。

 

① 既存事業

前事業年度においては、当社グループの既存の強みであるテレビを使用したダイレクトマーケティング支援事

業において、新規顧客の開拓及び顧客企業別の最適な対応、営業プロセスの管理によって営業力強化を推進し、

大幅な収益率の改善を実現いたしました。当期以降においては、新業種クライアントの開拓及び販売効果の高い

自社通販番組を実施し、事業拡大を図ってまいります。また、放送枠効果実績に基づいた仕入・枠提案を行い、

クライアントの広告効果向上により、当社の売上及び利益の増加を図ってまいります。

 

② WEB事業

メディア環境の急速な発達及び多様化に伴い、PC、スマートフォン等のモバイル端末、タブレット端末等の各

種WEBメディアを使用したダイレクトマーケティングが急成長を遂げております。

当社は、昨年４月より、テレビを見てWEBでの購入に至る貢献度（オフラインアトリビューション）を可視化

し、顧客企業のマーケティング予算を最適化するサービスを開始いたしました。当期以降は、このサービスを利

用したWEB広告提案を積極的に実施するとともに、動画広告事業にも参入し、当社が強みとしているテレビ通販支

援に匹敵する事業とすべく、業容の拡大を図ってまいります。

 

③ 海外事業

わが国のダイレクトマーケティング市場の伸長率は鈍化傾向となっている一方、アジアを中心とした新興国に

おけるダイレクトマーケティング市場は経済の発展と相まって急成長を遂げており、今後も高い成長が期待され

ております。

このような状況を鑑み、当社グループはベトナム、台湾、マレーシア、タイ、シンガポールにて日本企業の通

販支援事業に取り組んでまいりました。当期以降は、顧客企業に対して、テレビだけでなく、アウトバウンド、

EC、リテールを含めたマルチチャネル型による通販支援事業を積極的に推進することにより、業容の拡大を図っ

てまいります。

 

④ ダイレクトメール発送代行事業

ダイレクトメール発送代行事業については、メールカスタマーセンター株式会社において、「ゆうメール」及

び「クロネコDM便」の取扱通数の規模を活かした仕入の下、積極的に営業活動を展開し、新規の顧客企業獲得及

び既存の顧客企業からの受注が好調に推移しておりますが、仕入単価の上昇に伴う価格転嫁が一部できなかった

ことにより売上総利益率が悪化しております。

既存顧客の取扱高拡大と収益率の向上、新規顧客の獲得及び新事業の開発と拡大を基本戦略とし、業容の拡大

を図ってまいります。

 

（7）経営者の問題認識と今後の方針について

「（6）経営戦略の現状と見通し」に記載したとおりであります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成27年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年10月15日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 7,620,000 7,620,000
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株

計 7,620,000 7,620,000 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成27年６月17日取締役会決議

決議年月日 平成27年６月17日

新株予約権の数（個） 1,104

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 110,400（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,754（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成29年７月４日

至　平成32年７月３日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　1,987

資本組入額　　　994

（注）３

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は、新株予約権の全部または一部につい

て第三者に対して譲渡、質権の設定等、その他一切の

処分行為をすることができない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５
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（注）１．各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権

を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無

償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株

式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

 

当該調整後付与株式数を適用する日については、下記（注）２．②ア の規定を準用する。

また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株

式数を適切に調整することができる。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する

日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約

権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことがで

きない場合には、以後速やかに通知または公告する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とす

る。

ただし、行使価額は下記①～④に定める調整に服する。

① 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次のアまたはイを行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める

算式（以下、「行使価額調整式」という）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。

ア 当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割または株式併合の比率

 

イ 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単

元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証

券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む）の行使による場合を除く）

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」（以下、

「適用日」という）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ）の平均値（終値のない日を除く）とする。な

お、「平均値」は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己

株式数を控除した数とする。

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替える。

EDINET提出書類

株式会社トライステージ(E21322)

四半期報告書

11/32



② 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

ア 上記①アに従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌

日（基準日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会に

おいて承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を

株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当

該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終

結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という）新株予約権者に対しては、交付する当社普通

株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

新規発行株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）× 分割前行使株式数

調整後行使価額

イ 上記①イに従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日（払込期間が設

けられたときは、当該払込期間の最終日）の翌日以降（基準日がある場合は当該基準日の翌日以

降）、これを適用する。

③ 上記①ア及びイに定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社

の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することがで

きる。

④ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やか

に通知または公告する。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．下記①～⑧のいずれかに該当することとなった場合、下記①～⑧記載の時点以降、新株予約権は行使するこ

とができなくなるものとし、この場合、新株予約権者は、当該各時点において未行使の新株予約権全部を放

棄したものとみなす。

① 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合　当該違反の事実が発生した時点

② 新株予約権者が当社または当社の関係会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただ

し、新株予約権者が当社または当社の関係会社の役員を任期満了により退任した場合、新株予約権者が定

年または会社都合により当社または当社の関係会社の従業員の地位を喪失した場合、及び当社が正当な理

由があると認めた場合を除く。　地位を喪失した時点

③ 当社が新株予約権者による新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた事由が生じた場合　当社がそ

の旨を決議した時点

④ 新株予約権者が当社の事前の書面による承認を得ずに当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社

（当社の関係会社を除く）の役員、従業員、代理人、嘱託（派遣社員を含む）、顧問、相談役、代表者ま

たはコンサルタントに就いた場合　当該事実に該当した時点

⑤ 新株予約権者が死亡した場合　新株予約権者が死亡した時点

⑥ 新株予約権者が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた場合　審判を受けた時点

⑦ 新株予約権者が破産手続開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合　決定を受けた時点

⑧ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めると

ころによる。
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５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併

につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき

吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と

いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、下記①～⑦に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式

移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２で定められる行使価額

を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）３に準ずる。

⑦ その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準ずる。
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② 平成27年７月17日取締役会決議

決議年月日 平成27年７月17日

新株予約権の数（個） 96

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,600（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,831（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成29年８月４日

至　平成32年８月３日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　2,086

資本組入額　　　1,043

（注）３

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は、新株予約権の全部または一部につい

て第三者に対して譲渡、質権の設定等、その他一切の

処分行為をすることができない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５
 
（注）１．各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権

を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無

償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株

式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

 

当該調整後付与株式数を適用する日については、下記（注）２．②ア の規定を準用する。

また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株

式数を適切に調整することができる。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する

日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約

権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことがで

きない場合には、以後速やかに通知または公告する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とす

る。

ただし、行使価額は下記①～④に定める調整に服する。

① 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次のアまたはイを行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める

算式（以下、「行使価額調整式」という）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。

ア 当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割または株式併合の比率
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イ 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単

元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証

券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む）の行使による場合を除く）

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」（以下、

「適用日」という）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ）の平均値（終値のない日を除く）とする。な

お、「平均値」は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己

株式数を控除した数とする。

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替える。

② 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

ア 上記①アに従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌

日（基準日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ

れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会に

おいて承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を

株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当

該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終

結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という）新株予約権者に対しては、交付する当社普通

株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

新規発行株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）× 分割前行使株式数

調整後行使価額

イ 上記①イに従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日（払込期間が設

けられたときは、当該払込期間の最終日）の翌日以降（基準日がある場合は当該基準日の翌日以

降）、これを適用する。

③ 上記①ア及びイに定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社

の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することがで

きる。

④ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知または公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やか

に通知または公告する。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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４．下記①～⑧のいずれかに該当することとなった場合、下記①～⑧記載の時点以降、新株予約権は行使するこ

とができなくなるものとし、この場合、新株予約権者は、当該各時点において未行使の新株予約権全部を放

棄したものとみなす。

① 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合　当該違反の事実が発生した時点

② 新株予約権者が当社または当社の関係会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合。ただ

し、新株予約権者が当社または当社の関係会社の役員を任期満了により退任した場合、新株予約権者が定

年または会社都合により当社または当社の関係会社の従業員の地位を喪失した場合、及び当社が正当な理

由があると認めた場合を除く。　地位を喪失した時点

③ 当社が新株予約権者による新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた事由が生じた場合　当社がそ

の旨を決議した時点

④ 新株予約権者が当社の事前の書面による承認を得ずに当社及び当社の関係会社と競業関係にある会社

（当社の関係会社を除く）の役員、従業員、代理人、嘱託（派遣社員を含む）、顧問、相談役、代表者ま

たはコンサルタントに就いた場合　当該事実に該当した時点

⑤ 新株予約権者が死亡した場合　新株予約権者が死亡した時点

⑥ 新株予約権者が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた場合　審判を受けた時点

⑦ 新株予約権者が破産手続開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合　決定を受けた時点

⑧ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めると

ころによる。

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併

につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき

吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と

いう）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、下記①～⑦に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式

移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２で定められる行使価額

を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）３に準ずる。

⑦ その他の新株予約権の行使の条件

上記（注）４に準ずる。
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(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

 
発行済株式総
数増減数

（株）
 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

 平成27年６月１日～

 平成27年８月31日
－ 7,620,000 － 644,738 － 634,738
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(6)【大株主の状況】

 

  平成27年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

丸田 昭雄 東京都大田区 1,643,100 21.56

妹尾 勲 東京都港区 1,068,100 14.01

PROSPECT JAPAN FUND LIMITED

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

TRAFALGAR COURT, LES BANQUES, ST.

PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS,

U.K.

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）

996,000 13.07

リンクアップ株式会社 東京都港区芝三丁目８番２号 745,600 9.78

MELLON BANK NON-TREATY CLIENTS

OMNIBUS

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済

営業部）

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108

（東京都中央区月島四丁目16番13号）
586,700 7.69

中村　恭平 東京都府中市 520,000 6.82

小杉 誠 群馬県高崎市 290,300 3.80

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 34,800 0.45

グローバル・ブレイン株式会社 東京都渋谷区桜丘町10番11号 31,900 0.41

吉田　知広 岡山県岡山市北区 29,200 0.38

計 － 5,945,700 78.02

 （注）１．上記のほか、自己株式が150,235株あります。

　　　　２．プロスペクト・アセット・マネージメント・インクから平成27年５月26日付で大量保有報告書の変更報告書

の写しの送付があり、平成27年５月19日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けましたが、当

社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に

は含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等の保有割合

（％）

プロスペクト・アセット・

マネージメント・インク

410 ATKINSON DRIVE SUITE 434,

HONOLULU,HI 96814 U.S.A
1,659,700 21.78
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 150,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,469,000 74,690 －

単元未満株式 普通株式　　  800 －
一単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 7,620,000 － －

総株主の議決権 － 74,690 －

 

②【自己株式等】

平成27年８月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
 株式数（株）

他人名義所有
 株式数（株）

所有株式数の
 合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 株式会社トライステージ
 東京都港区海岸

 一丁目２番20号
150,200 － 150,200 1.97

計 － 150,200 － 150,200 1.97

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

退任役員
 

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 － 安島　和夫 平成27年８月28日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年６月１日から平

成27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年８月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,243,628 4,771,441

受取手形及び売掛金 4,240,171 5,210,177

有価証券 2,399,775 2,400,000

商品 605 684

仕掛品 2,572 4,946

貯蔵品 3,680 4,654

その他 183,310 217,102

貸倒引当金 △92,784 △113,604

流動資産合計 11,980,959 12,495,402

固定資産   

有形固定資産 273,146 268,506

無形固定資産   

のれん 295,517 240,048

その他 49,834 80,931

無形固定資産合計 345,351 320,980

投資その他の資産   

その他 435,432 449,955

貸倒引当金 △47,788 △35,607

投資その他の資産合計 387,644 414,348

固定資産合計 1,006,142 1,003,835

資産合計 12,987,102 13,499,238

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,631,996 3,253,737

短期借入金 ※ 411,113 ※ 439,340

未払法人税等 183,136 267,686

賞与引当金 1,700 1,700

役員賞与引当金 47,524 24,601

その他 319,332 395,865

流動負債合計 3,594,802 4,382,930

固定負債   

長期借入金 226,432 148,873

退職給付に係る負債 64,821 70,097

資産除去債務 69,814 71,854

その他 37,318 35,293

固定負債合計 398,387 326,118

負債合計 3,993,189 4,709,049
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 644,738 644,738

資本剰余金 634,738 634,738

利益剰余金 7,848,010 7,636,178

自己株式 △148,181 △148,181

株主資本合計 8,979,306 8,767,474

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △144 －

為替換算調整勘定 － △681

その他の包括利益累計額合計 △144 △681

新株予約権 2,509 10,223

少数株主持分 12,241 13,171

純資産合計 8,993,913 8,790,188

負債純資産合計 12,987,102 13,499,238
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

売上高 16,270,607 18,491,734

売上原価 14,670,401 16,530,199

売上総利益 1,600,206 1,961,535

販売費及び一般管理費 ※ 1,198,014 ※ 1,398,168

営業利益 402,191 563,366

営業外収益   

受取利息 3,431 3,948

保険返戻金 5,466 －

貸倒引当金戻入額 3,504 －

その他 875 897

営業外収益合計 13,278 4,846

営業外費用   

支払利息 3,224 3,325

持分法による投資損失 － 1,276

その他 651 211

営業外費用合計 3,876 4,813

経常利益 411,594 563,399

特別利益   

固定資産売却益 6,439 －

特別利益合計 6,439 －

特別損失   

固定資産除却損 － 581

特別損失合計 － 581

税金等調整前四半期純利益 418,033 562,818

法人税、住民税及び事業税 242,550 261,123

法人税等調整額 △62,611 △17,756

法人税等合計 179,939 243,367

少数株主損益調整前四半期純利益 238,094 319,450

少数株主利益 545 929

四半期純利益 237,548 318,521
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 238,094 319,450

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55 144

持分法適用会社に対する持分相当額 － △681

その他の包括利益合計 △55 △536

四半期包括利益 238,038 318,914

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237,492 317,984

少数株主に係る四半期包括利益 545 929
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 418,033 562,818

減価償却費 41,549 37,652

のれん償却額 51,381 55,468

貸倒引当金の増減額（△は減少） 872 8,638

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22,081 △22,922

賞与引当金の増減額（△は減少） △190 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 557 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 5,276

受取利息 △3,431 △3,948

保険返戻金 △5,466 －

支払利息 3,224 3,325

持分法による投資損益（△は益） － 1,276

固定資産売却損益（△は益） △6,439 －

固定資産除却損 － 581

売上債権の増減額（△は増加） △407,404 △957,846

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,321 △3,426

仕入債務の増減額（△は減少） 2,151 621,741

前渡金の増減額（△は増加） 14,969 △34,390

未払金の増減額（△は減少） △57,166 65,846

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,688 △26,064

営業保証金の増減額（△は増加） 25,000 △20,000

その他 81,511 16,712

小計 206,244 310,739

利息の受取額 3,509 4,511

利息の支払額 △2,873 △3,070

法人税等の支払額 △66,075 △178,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 140,804 133,919

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,400,000 △2,900,000

有価証券の償還による収入 1,500,000 2,900,000

関係会社株式の取得による支出 － △4,476

有形固定資産の取得による支出 △136,506 △13,009

資産除去債務の履行による支出 △28,000 －

定期預金の預入による支出 △3,700,000 △3,000,000

定期預金の払戻による収入 4,700,000 3,500,000

貸付金の回収による収入 3,504 －

保険積立金の払戻による収入 7,853 －

差入保証金の回収による収入 63,848 －

その他 △59,408 △8,271

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,707 474,243

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △75,637 △99,332

配当金の支払額 △149,056 △529,154

その他 △1,660 △1,928

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,353 △580,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △84,256 27,813

現金及び現金同等物の期首残高 1,559,534 1,943,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,475,277 ※ 1,971,441
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

 ※　当座貸越契約

 当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）

当第２四半期連結会計期間

（平成27年８月31日）

 当座貸越極度額

 借入実行残高

2,200,000千円

250,000

5,200,000千円

300,000

差引額 1,950,000 4,900,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自 平成26年３月１日

　　至 平成26年８月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成27年３月１日

　　至 平成27年８月31日）

給料及び手当 392,821千円 418,551千円

賞与引当金繰入額 1,700 1,700

役員賞与引当金繰入額 26,401 24,601

退職給付費用 8,629 9,923

貸倒引当金繰入額 12,357 19,153

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 

 前第２四半期連結累計期間

（自 平成26年３月１日

  至 平成26年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

（自 平成27年３月１日

  至 平成27年８月31日)

現金及び預金勘定

預入期間が３か月を超える定期預金

4,875,277千円

△3,400,000

4,771,441千円

△2,800,000

 現金及び現金同等物 1,475,277 1,971,441

 

EDINET提出書類

株式会社トライステージ(E21322)

四半期報告書

26/32



（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日）

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月29日

定時株主総会
普通株式 149,143 20 平成26年２月28日平成26年５月30日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日）

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月27日

定時株主総会
普通株式 530,353 71 平成27年２月28日平成27年５月28日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

ダイレクトマーケ
ティング支援事業

ダイレクトメー
ル発送代行事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 12,465,351 3,805,256 16,270,607 － 16,270,607

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 24,847 24,847 △24,847 －

計 12,465,351 3,830,103 16,295,455 △24,847 16,270,607

セグメント利益又は損失（△） 425,702 △23,467 402,234 △42 402,191

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、貸倒引当金繰入額の調整額であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 （固定資産に係る重要な減損損失）

  該当事項はありません。

 

 （のれんの金額の重要な変動）

  該当事項はありません。

 

 （重要な負ののれん発生益）

  該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

ダイレクトマーケ
ティング支援事業

ダイレクトメー
ル発送代行事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 14,452,647 4,039,087 18,491,734 － 18,491,734

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 2,188 2,188 △2,188 －

計 14,452,647 4,041,275 18,493,923 △2,188 18,491,734

セグメント利益又は損失（△） 586,273 △22,898 563,374 △7 563,366

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、貸倒引当金繰入額の調整額であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 （固定資産に係る重要な減損損失）

  該当事項はありません。

 

 （のれんの金額の重要な変動）

  該当事項はありません。

 

 （重要な負ののれん発生益）

  該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 31円85銭 42円64銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 237,548 318,521

普通株主に帰属しない金額（千円）    － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 237,548 318,521

普通株式の期中平均株式数（株） 7,457,196 7,469,765

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 31円78銭 42円54銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 18,664 17,886

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－

平成27年６月17日取締役会決議

による新株予約権方式のストッ

クオプション

（株式の数110,400株）

平成27年７月17日取締役会決議

による新株予約権方式のストッ

クオプション

（株式の数9,600株）

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年10月15日

株式会社トライステージ

取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田 英志     印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 白取 一仁     印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トライ

ステージの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年６月１日か

ら平成27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年８月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トライステージ及び連結子会社の平成27年８月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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